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長期休業期間中の通勤手当の取扱いについて（通知） 

 

 通勤手当の支給方法については、「通勤手当の改正について」(平成 16 年 3 月 26 日付け教

総第 1642 号、教教第 3716 号)により通知しているところですが、長期休業期間中において研

修、年次休暇、特別休暇等により、1箇月以上通勤しないこととなった場合については、下記

のとおり取扱うこととなりますので、適正な事務処理及び教職員に対する周知をお願いします。 

 なお、教育事務所にあっては管内各市郡町組合教育委員会に対し、このことを通知願います。 

 

記 

 

 

１ 長期休業期間中において、研修、年次休暇、特別休暇等により、1箇月以上通勤しない

こととなった場合については、当該通勤しないこととなった日を返納事由が生じた日とし

て返納処理を行うとともに、その後再び通勤することとなった日より新たな支給単位期間

が開始されるものであること。 

 

２ 以上の取扱いについては、1箇月以上通勤しない事実を確認のうえ行うこと。したがっ

て、当初の研修や休暇の予定が変更され、通勤しない期間が 1箇月未満となった場合につ

いては返納不要である一方、当初の出勤の予定が変更され、通勤しない期間が 1箇月以上

となった場合については上記１に従い返納が必要であること。 

 

長期休業期間中の服務 
通勤手当の取扱い 

当初申請 変  更 

 

 

1 箇月以上 

 

 

 研修、休暇 

 

変更なし      〔パターン①〕 

1 箇月以上 

 

研修、休暇 

① 通勤しないこととなった日を返納事

由が生じた日として返納 

② 再び通勤することとなる日から新た

な支給単位期間による通勤手当を支給 

途中出勤に変更   〔パターン②〕 

   1 箇月未満 

 

      ↑ 

出勤 

返納不要 

 

 

 

     1 箇月未満 

 

      

↑ 

     出勤 

 

変更なし      〔パターン③〕 

     1 箇月未満 

 

     ↑ 

     出勤 

返納不要 

1 箇月以上通勤なしに変更 

   1 箇月以上  〔パターン④〕 

 

 

① 通勤しないこととなった日を返納事

由が生じた日として返納 

② 再び通勤することとなる日から新た

な支給単位期間による通勤手当を支給 

［参考］ 

別添「長期休業期間中の通勤手当の取扱いについて（事例）」例１～３のとおり 



例１ 　１箇月以上通勤しなかった場合（パターン①の場合）

○ 7/21～8/27の間、研修・休暇により１箇月以上通勤しないこととなるケース。

７月 ８月 ９月

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

◆［返納方法等］

○ 当初予定の段階では返納を行わず、実態確認後、通勤しないこととなった日（7/21）を返納事由発生日とし返納を行う。

○ 返納を行った場合、返納事由発生日の前日（7/20）に支給単位期間は終了する。

○ 研修・休暇の最終日の翌日（8/28）に新たな支給単位期間が開始される。

※ 交通用具使用者に係る8/1～8/31の支給単位期間中の通勤手当については、8月に支給されたものとしている。

4/1～9/30

(表中の研修(承)に週休日は含まない)

返納事由発生日

長期休業期間中の通勤手当の取扱いについて（事例）

支給単位期間開始

返納前の支給単位期間

7/1～7/31

研修（承） 研修（承）

当初予定

変更無し
（実態）

返　　　　　納　　　　　額返納事由発生日

通勤しない期間（当初より１箇月）

通勤しない期間（当初より１箇月）

研修（承）

新たな支給単位期間区　　　分

出勤特休

特休 研修（承） 出勤

交通機関利用者

8/28～9/27
②1箇月当たりの手当額8/1～8/31

7/21
交通用具使用者

8/28～2/277/21

①1箇月当たりの手当額×（21－7/1～7/20までの要勤務日数）／21

7/20に定期券を払戻したものとして得られる額



例２ 　１箇月以上通勤しない予定が変更され通勤しない期間が１箇月未満となった場合（パターン②の場合）

○ 当初の申請では、１箇月以上通勤しないこととなる予定であったが、変更により8/18～8/20の間出勤し、通勤しない期間が１箇月未満となるケース。

７月 ８月 ９月

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

◆［返納方法等］

○ 当初の申請の段階では返納を行わない。

○ 予定の変更により通勤しない期間が1箇月未満となったため、返納の必要はない。

○ 支給単位期間については、返納を行っていないので、当初の期間を継続させる。

通勤しない期間（当初より１箇月）

研修（承）

(表中の研修(承)に週休日は含まない)

出勤特休当初予定 研修（承）

変更後
（実態） 特休 出勤研修（承） 研修（承）出勤研修

（承）



例３ 　出勤予定が変更され１箇月以上通勤しないこととなった場合（パターン④の場合）

○ 当初8/9～8/10に出勤予定であったが、変更により結果的に１箇月以上通勤しないこととなるケース。

７月 ８月 ９月

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

◆［返納方法等］

○ 結果的に１ヶ月以上通勤しないものであるが、長期休業期間中の服務の変更の実態から、通勤しないこととなる日（7/21）を返納事由発生日とし返納を行う。

○ 返納を行った場合、返納事由発生日の前日（7/20）に支給単位期間は終了する。

○ 研修・休暇の最終日の翌日（8/28）に新たな支給単位期間が開始される。

※ 交通用具使用者に係る8/1～8/31の支給単位期間中の通勤手当については、8月に支給されたものとしている。

支給単位期間開始

特休 研修（承） 出勤

通勤しない期間（当初より１箇月）

年休

(表中の研修(承)に週休日は含まない)

出勤特休 研修（承） 出勤

7/1～7/31

4/1～9/30

区　　　分

交通用具使用者

交通機関利用者

8/1～8/31

8/28～2/27

7/21

7/21

返　　　　　納　　　　　額

①1箇月当たりの手当額×（21－7/1～7/20までの要勤務日数）／21

7/20に定期券を払戻したものとして得られる額

返納事由発生日

8/28～9/27
②1箇月当たりの手当額

当初予定

変更後
（実態）

返納事由発生日

研修（承）

新たな支給単位期間返納前の支給単位期間

出勤

研修（承）


